
佛
教
大
学
　
歴
史
学
部
論
集
　
第
一
四
号
（
二
〇
二
四
年
三
月
）

七
七

は
じ
め
に

　
本
稿
は
先
に
公
開
し
た
「
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
『（
東
坊
城
家
）

和
書
目
録
』、『（
東
坊
城
家
）
漢
書
目
録
』」（『
歴
史
学
部
論
集
』
一
一
、
二
〇
二

一
年
。
以
下
、
拙
稿
。
両
史
料
を
『
和
書
・
漢
書
目
録
』
と
記
す
）
を
補
う
東
坊

城
家
の
蔵
書
目
録
（
彰
考
館
所
蔵
『
迎
陽
館
書
目
之
内
史
館
無
之
分
覚
書
　
全
』。

以
下
、「
覚
書
」
と
記
す
）
の
内
容
と
、
明
治
初
期
に
お
け
る
同
家
の
文
庫
の
状

況
を
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
東
坊
城
家
は
菅
原
道
真
の
流
れ
を
く
む
五
条
家
の
庶
流
で
あ
る
。
菅
原
氏
は
道

真
以
降
も
紀
伝
道
の
世
襲
的
な
家
門
と
し
て
多
く
の
学
者
を
輩
出
し
、
大
内
記
と

し
て
詔
勅
・
宣
命
の
草
案
や
位
記
の
作
成
に
携
わ
っ
た
。
そ
の
嫡
流
は
高
辻
を
称

し
た
が
、
高
辻
為
長
（
一
一
五
八
～
一
二
四
六
）
の
四
男
高
長
か
ら
坊
城
、
そ
の

曽
孫
為
視
か
ら
五
条
と
号
し
た
。
東
坊
城
は
為
長
の
長
男
長
経
の
二
男
茂
長
を
家

祖
と
す
る
。
そ
の
子
長
綱
以
降
は
少
納
言
・
大
内
記
・
大
学
頭
・
文
章
博
士
を
歴

　
紀
伝
道
の
家
と
し
て
公
家
の
学
問
や
知
識
継
承
の
中
核
を
担
っ
て
き
た
東

坊
城
家
の
基
礎
的
調
査
を
試
み
、
同
家
の
蔵
書
目
録
を
調
査
し
て
い
る
。
本

稿
で
は
、
先
に
公
開
し
た
「
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
『（
東
坊
城

家
）
和
書
目
録
』、『（
東
坊
城
家
）
漢
書
目
録
』」（『
歴
史
学
部
論
集
』
一
一
、

二
〇
二
一
年
）
を
補
う
も
の
と
し
て
、
彰
考
館
所
蔵
『
迎
陽
館
書
目
之
内
史

館
無
之
分
覚
書
　
全
』
の
内
容
と
と
も
に
、
明
治
初
期
の
同
家
の
文
庫
の
状

況
を
紹
介
す
る
。
本
史
料
に
は
奥
書
等
が
な
く
、
作
成
者
や
作
成
時
期
は
未

詳
で
あ
る
も
の
の
、
前
記
目
録
と
の
関
係
か
ら
、
明
治
初
期
に
東
坊
城
任
長

に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
推
察
す
る
。
当
家
の
蔵
書
の
特
色
を

検
討
す
る
上
で
、
本
史
料
は
貴
重
な
内
容
を
伝
え
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
東
坊
城
家
、
東
坊
城
任
長
、
蔵
書
、
知
識
継
承
、
迎
陽
館

東
坊
城
家
蔵
書
目
録
（
補
遺
）
と
東
坊
城
任
長

佐

古

愛

己

史
料
紹
介

〔
抄
　
録
〕



東
坊
城
家
蔵
書
目
録
（
補
遺
）
と
東
坊
城
任
長
（
佐
古
愛
己
）

七
八

任
し
、
参
議
・
式
部
大
輔
と
な
っ
て
公
卿
に
列
し
た
。
康
正
二
年
（
一
四
五
六
）、

益
長
が
正
二
位
権
大
納
言
ま
で
昇
っ
て
以
降
、
こ
れ
が
極
官
と
な
る
。
五
条
家
庶

流
で
あ
っ
た
も
の
の
、
十
四
世
後
半
の
長
綱
・
秀
長
、
十
六
世
紀
前
半
の
和
長
・

長
淳
は
菅
氏
長
者
に
就
任
し
て
い
る
。
和
長
は
紀
伝
道
の
故
実
書
を
は
じ
め
多
く

の
著
述
を
残
し
、
漢
詩
・
和
歌
・
連
歌
に
も
秀
で
た
人
物
で
あ
り
、
一
条
禅
閤
兼

良
・
関
白
冬
良
父
子
の
家
礼
と
し
て
長
年
仕
え
た
が
、
冬
良
没
後
は
一
条
家
家
礼

を
辞
退
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
近
世
の
東
坊
城
家
は
再
び
一
条
家
の

家
礼
と
な
っ
た
。
家
禄
三
百
石）（
（

。

　
本
「
覚
書
」
に
は
奥
書
等
が
な
く
、
作
成
者
や
時
期
は
未
詳
で
あ
る
も
の
の
、

「
迎
陽
館
書
目
之
内
史
館
無
之
分
覚
書
　
全
」
と
の
題
目
、
ま
た
本
史
料
中
の

所
々
に
注
記
さ
れ
る
「
館
本
ニ
ア
リ
」
や
「
〇
〇
（
書
名
）
ハ
館
本
ア
リ
可
見

合
」
な
ど
の
注
記
か
ら
、「
迎
陽
館
」
の
「
史
館
」
に
あ
る
も
の
を
「
館
本
」
と

呼
び
、『
東
坊
城
家
和
書
・
漢
書
目
録
』
に
記
し
、
そ
こ
に
は
な
い
（
も
し
く
は

重
複
、
或
い
は
所
蔵
確
認
を
要
す
る
）
蔵
書
が
「
覚
書
」
に
記
さ
れ
た
可
能
性
が

高
い
。

　
実
際
に
、「
覚
書
」
に
は
、
全
二
六
二
件
の
図
書
が
確
認
で
き
る
が
、
そ
の
う

ち
一
二
二
件
は
『
和
書
・
漢
書
目
録
』
に
は
み
え
ず
、
本
「
覚
書
」
の
み
に
記
さ

れ
た
書
物
で
あ
る
（
後
掲
【
表
二
─
一
】【
表
二
─
二
】
の
網
掛
け
参
照
。「
覚

書
」
中
に
「
館
本
へ
〇
冊
ア
リ
。
見
合
ス
ヘ
シ
」
な
ど
の
注
記
が
あ
る
も
の
は
重

複
と
み
な
し
て
い
る
）。

　
拙
稿
で
は
、『
和
書
・
漢
書
目
録
』
に
東
坊
城
家
お
よ
び
菅
原
氏
諸
家
（
高

辻
・
五
条
・
唐
橋
）
の
著
述
が
網
羅
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
本
目
録
所
収
分
は
東

坊
城
家
蔵
書
の
一
部
と
考
え
ざ
る
を
得
ず
、
東
坊
城
や
菅
原
氏
諸
家
の
著
述
は
別

途
、
網
羅
的
な
調
査
を
要
す
る
旨
を
記
し
た
が
、
本
「
覚
書
」
が
そ
れ
を
補
う
も

の
と
し
て
作
成
さ
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
。

　
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、『
和
書
・
漢
書
目
録
』
は
、「
迎
陽
館
書
目
之
内
史
館
」

に
あ
る
蔵
書
目
録
で
あ
り
、「
覚
書
」
は
基
本
的
に
は
「
史
館
無
之
分
」
が
記
さ

れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
た
め
、
前
者
が
先
に
、
や
や
遅
れ
て
後
者
が
作
成
さ
れ
た

可
能
性
が
高
く
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
『
和
書
・
漢
書
目
録
』
に
は
、「
聡
長
君
親
写
」「
夏
長
君
親
写
」
な
ど
の
書
写

に
関
わ
る
注
記
が
あ
り
、
任
長
の
み
「
任
長
親
写
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど

か
ら
、
拙
稿
で
は
明
治
初
期
に
東
坊
城
任
長
に
よ
っ
て
本
目
録
が
作
成
さ
れ
た
と

推
察
し
た
。
し
た
が
っ
て
、「
覚
書
」
も
任
長
の
手
に
な
る
可
能
性
が
高
い
。
筆

跡
か
ら
も
か
ら
も
同
一
人
物
の
手
に
な
る
と
推
断
す
る
。

　
本
稿
で
は
ま
ず
任
長
と
東
坊
城
家
の
文
庫
「
迎
陽
館
」
に
関
す
る
調
査
内
容
を

記
し
、
そ
の
後
に
「
迎
陽
館
書
目
之
内
史
館
無
之
分
覚
書
　
全
」
の
内
容
を
紹
介

す
る
こ
と
と
す
る
。

【
1
】
東
坊
城
任
長
と
迎
陽
館

　
任
長
は
、
幕
末
武
家
伝
奏
と
し
て
活
躍
し
た
聡
長
と
外
山
光
実
女
の
二
男
と
し

て
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
年
四
月
十
四
日
に
誕
生
し
た
。
彼
自
身
が
明
治
八

年
六
月
と
同
九
年
十
一
月
に
修
史
局
へ
提
出
し
た
『
系
譜
事
績
（
東
坊
城
家

譜
）
（
（

）』、
お
よ
び
『
東
坊
城
任
長
日
記）（
（

』
よ
る
と
、
官
歴
は
【
表
一
】
の
通
り
で

あ
る
。
東
坊
城
家
歴
代
が
十
歳
前
後
で
穀
倉
院
学
問
料
を
給
わ
る
と
こ
ろ
、
任
長

は
二
十
二
歳
と
遅
い
。
こ
れ
は
本
来
家
督
を
継
ぐ
べ
き
聡
長
一
男
夏
長
が
そ
の
直

前
、
す
な
わ
ち
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）
十
月
一
日
に
二
十
四
歳
で
早
世
し
た
た



佛
教
大
学
　
歴
史
学
部
論
集
　
第
一
四
号
（
二
〇
二
四
年
三
月
）

七
九

め
と
み
ら
れ
る
。
以
後
新
政
府
樹
立
ま
で
、
任
長
は
歴
代
当
主
と
ほ
ぼ
同
様
の
官

途
を
辿
り
、
慶
応
二
年
十
一
月
に
は
大
学
頭
に
任
ぜ
ら
れ
た
。
同
四
年
五
月
に
は

公
家
子
弟
の
教
育
機
関
と
し
て
設
立
さ
れ
た
学
習
院
有
職
と
な
り
、
そ
の
後
、
新

政
府
が
開
設
し
た
漢
学
所
の
御
用
掛
と
な
っ
て
い
る
。
同
三
年
四
月
に
は
内
番
交

替
の
た
め
上
京
す
る
が
、
十
二
月
に
帰
京
し
た
後
は
京
都
府
貫
属
と
な
り
亡
く
な

る
ま
で
京
都
で
過
ご
し
た
。

　
明
治
十
一
年
六
月
二
十
日
付
で
任
長
は
「
隠
居
家
督
願
」
を
提
出
し
、
翌
月
十

六
日
に
許
可
さ
れ
て
い
る
。『
明
治
十
一
年
七
月
八
月
　
公
文
録
　
宮
内
省
之
部
　

全
』「
華
族
　
七
月
」
所
収
「
従
四
位
東
坊
城
任
長
隠
居
家
督
届）（
（

」
に
よ
る
と
、

　
　
　
　
　
華
族
従
四
位
東
坊
城
任
長
隠
居
家
督
之
義
御
届

京
都
府
華
族
従
四
位
東
坊
城
任
長
義
近
来
多
病
ニ

付
隠
居
致
ㇱ
、
長
男
信
丸
江

家
督
被
仰
付
度
旨
、
宗
族
親
族
連
署
別
紙
之
通
願
出
候
ニ

付
、
本
日
別
紙
之

通
、
御
沙
汰
相
成
の

条
、
此
段
御
届
申
進
候
也
。

　
　
明
治
十
一
年
七
月
十
六
日
　
　
宮
内
卿
徳
大
寺
実
則

　
　
　
　
太
政
大
臣
三
条
実
美
殿

と
あ
り
、
別
紙
の
「
隠
居
家
督
願
」
と
こ
れ
に
添
付
さ
れ
た
「
容
態
書
」
に
は
次

の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
隠
居
家
督
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
六
部
華
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
従
四
位
東
坊
城
任
長

【
表
一
】
東
坊
城
任
長
　
官
歴

天
保
九
年
四
月
十
四
日
　
　
生

安
政
六
年
十
二
月
十
四
日
　
給
穀
倉
院
学
問
料
、
廿
二
歳

同為万
延
元

七
年
正
月
廿
三
日
　
　
　
元
服
　
聴
昇
殿
、
廿
三
歳

同
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
補
文
章
得
業
生

同
年
二
月
十
日
　
　
　
　
　
賜
課
試
　
宣
旨

同
月
十
八
日
　
　
　
　
　
　
対
策
及
第

万
延
元
年
三
月
廿
五
日
　
　
叙
従
五
位
下

同
年
十
二
月
十
一
日
　
　
　
被
加
非
常
供
奉
・
字
書
奉
行
・
紫
宸
殿
奉
行
等

文
久
元
年
十
一
月
九
日
　
　
喪
父
、
廿
四
歳

同
年
十
二
月
卅
日
　
　
　
　
除
服
出
仕

同
二
年
正
月
廿
三
日
　
　
　
叙
従
五
位
上
、
廿
五
歳

同
年
二
月
八
日
　
　
　
　
　
除
服
出
仕

同
三
年
四
月
廿
三
日
　
　
　
淑
子
内
親
王
御
移
徙
于
桂
宮
前
駈
勤
仕
、
廿
六
歳

同為元
治
元

四
年
正
月
八
日
　
　
　
　
叙
正
五
位
下
、
廿
七
歳

元為慶
応
元

治
四
年
正
月
八
日
　
　
　
被
加
和
歌
御
会
御
人
数
、
廿
八
歳

慶
応
二
年
六
月
廿
二
日
　
　
除
服
出
仕
、
廿
九
歳

同
年
十
一
月
廿
七
日
　
　
　
任
大
学
頭

同
年
十
二
月
八
日
　
　
　
　
叙
従
四
位
下

同
四
年
五
月
十
二
日
　
　
　
学
習
院
有
識
被
仰
付
、
卅
一
歳

同
年
八
月
十
二
日
　
　
　
　
被
免
学
習
院
有
識

同
月
十
三
日
　
　
　
　
　
　
漢
学
所
御
用
掛
被
仰
付

明
治
二
年
正
月
五
日
　
　
　
叙
従
四
位
上
、
卅
二
歳

同
月
廿
三
日
　
　
　
　
　
　
御
講
釈
始
侍
講

同
年
九
月
十
日
　
　
　
　
　
被
免
漢
学
所
御
用
掛

同
三
年
四
月
廿
八
日
　
　
　
内
番
交
替
東
京
エ
発
足
、
卅
三
歳

同
年
閏
十
月
廿
九
日
　
　
　
氷
川
社
行
幸
供
奉

同
年
十
二
月
十
六
日
　
　
　
帰
西
京

同
月
十
七
日
　
　
　
　
　
　
京
都
府
貫
属
被
仰
付



東
坊
城
家
蔵
書
目
録
（
補
遺
）
と
東
坊
城
任
長
（
佐
古
愛
己
）

八
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
月
四
十
年
二
ヶ
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
長
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
坊
城
信
丸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
本
月
九
年
一
ヶ
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
私
儀

近
年
多
病
候
ニ

付
隠
居
奉
願
右
者
へ

家
督
被
仰
付
度
宗
族
親
族
連
署
ヲ

以
此
段

奉
願
候
也
。

　
　
　
京
都
府
下
上
京
第
廿
一
区
室
町
通
下
長
者
町
下
ル

近
衛
町
五
十
番
地
住

　
　
明
治
十
一
年
六
月
二
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
従
四
位
東
坊
城
任
長
（
印
）

　
　
　
京
都
府
下
上
京
第
九
区
油
小
路
通
元
誓
願
寺
下
ル

頭
町
五
百
廿
四
番
地
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
六
部
華
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宗
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
三
位
清
岡
長
説
（
印
）

　
　
　
京
都
府
下
葛
野
郡
第
三
区
小
北
山
村
二
百
番
地
住

　
　
　
従
四
位
清
閑
寺
盛
房
同
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
六
部
華
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
親
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
池
尻
知
麿
（
印
）

　
　
　
京
都
府
下
葛
野
郡
第
三
区
小
北
山
村
二
百
番
地
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
六
部
華
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
池
尻
知
麿
後
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
従
四
位
清
閑
寺
盛
房
（
印
）

　
　
宮
内
卿
徳
大
寺
実
則
殿

　
　
　
　
　
容
態
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
華
族

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
従
四
位
東
坊
城
任
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
拾
年
二
ヶ
月

右
者
九
年
前
ヨ
リ

毎
二

胃
部
安
カ
ラ
ス

時
ト
シ
テ

激
痛
ヲ

発
シ

嘔
吐
止
マ
ス

等
ノ

症
ヲ

顕
シ

荏
苒

治
セ
ス

。
三
年
前
ヨ
リ

其
症
益
増
劇
シ

吐
物
中
ノ

血
液
ヲ

混
シ

。
且
ツ

下
痢
毎
日
二
三

回
時
ト
シ
テ

膿
血
ヲ

混
シ

。
又
腹
痛
ヲ
発
シ
テ

夜
間
眠
ル

ヿ
能
ハ
ズ

等
ニ
ヨ
リ
テ

身
躰
疲
労
ヲ

加
ヘ

殊
ニ

当
春
来
虚
脱
甚
シ
ク

軽
カ
ラ
サ
ル

病
ト

相
考
候
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
療
病
院
当
直
医

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
安
藤
精
軒
（
印
）

　
　
　
明
治
十
一
年
六
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
従
四
位
東
坊
城
任
長

　
　
　
隠
居
被
　
聞
食
候
事

　
　
　
　
　
明
治
十
一
年
七
月
十
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
坊
城
信
丸

　
　
　
家
督
被
　
仰
付
候
事

　
　
　
　
　
明
治
十
一
年
七
月
十
六
日

　
右
の
史
料
よ
り
、
当
時
任
長
は
京
都
府
上
京
第
廿
一
区
室
町
通
下
長
者
町
下
ル

近
衛
町
五
十
番
地
に
居
住
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
近
世
の
東
坊
城
邸
は
、
内

裏
の
東
側
に
所
在
し
て
い
た
が
、
宝
永
の
大
火
以
後
に
行
わ
れ
た
公
家
町
再
編
過

程
で
、
防
火
対
策
と
し
て
実
施
さ
れ
た
道
路
拡
幅
対
象
地
と
な
り
、
禁
裏
東
の
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八
一

「
日
御
門
前
」
か
ら
東
山
院
御
所
南
の
「
西
院
参
町
」（
図
一
参
照
）
に
移
転
し
た）（
（

。

明
治
六
年
発
行
の
地
券
に
よ
る
と
、
こ
の
地
は
「
上
京
第
廿
一
区
西
院
参
町
」
と

あ
り
、「
惣
地
坪
七
百
廿
七
坪
八
分
八
里
」（
旧
宅
）
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

そ
の
翌
年
十
二
月
に
は
「
転
宅
御
届
」
が
出
さ
れ
、「
上
京
第
廿
一
区
室
町
通
下

長
者
町
下
ル
近
衛
町
」
に
あ
っ
た
「
士
族
中
山
徳
輝
持
宅
」
を
買
得
し
て
、
任
長

は
こ
こ
へ
転
居
（
新
宅
）
し
て
い
る）（
（

。

　
さ
て
、「
迎
陽
館
」
と
は
東
坊
城
家
の
文
庫
と
み
ら
れ
る
。「
迎
陽
」
は
南
北
朝

期
に
日
記
『
迎
陽
記
（
秀
長
卿
記
・
菅
宰
相
記
）』
を
遺
し
た
東
坊
城
秀
長
（
一

三
三
八
～
一
四
一
一
）
の
号
で
あ
り
、
こ
れ
に
由
来
し
て
名
付
け
ら
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。「
覚
書
」
に
よ
る
と
、「
迎
陽
館
書
目
之
内
史
館
無
之
分
」
と
み
え

る
こ
と
か
ら
、「
史
館
」
と
称
さ
れ
る
建
物
に
多
く
の
蔵
書
が
架
蔵
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
旧
宅
に
つ
い
て
は
、『
東
坊
城
家
届
書
留
』
所
収
の
明
治
三
年

「
東
坊
城
家
領）（
（

」
に
指
図
が
あ
り
、「
土
蔵
」
が
四
棟
確
認
で
き
る
た
め
、
そ
の

い
づ
れ
か
が
「
史
館
」
と
称
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
ま
た
、
新
宅
移
転
後
、
明

治
八
年
正
月
四
日
に
は
、「
旧
宅
へ
行
向
、
書
籍
運
送
致
サ
セ
候
事
」、「
兎
角
所

労
之
処
、
数
時
間
文
庫
へ
入
傷
寒
腹
痛
之
間
・
・
・
）
（
（

」
と
あ
り
、
任
長
指
揮
の
も

と
旧
宅
か
ら
新
宅
へ
蔵
書
の
運
送
が
な
さ
れ
、
新
宅
に
も
文
庫
が
構
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
新
宅
は
「
近
衛
町
西
側
〈
四
拾
番
、
五
拾
番
〉
合
地
」

に
あ
り
、「
土
蔵
弐
ケ
所）（
（

」
が
み
え
、
こ
れ
ら
が
「
迎
陽
館
史
館
」
と
称
さ
れ
た

可
能
性
が
あ
る
が
現
段
階
で
は
確
認
で
き
な
い
。

【
2
】
東
坊
城
家
蔵
書
目
録

　
現
在
、
東
坊
城
家
の
蔵
書
目
録
と
し
て
知
ら
れ
る
の
は
、
次
の
①
～
⑤
で
あ
る
。

（図 （）「西院参町」移転後の東坊城家の位置
（登谷伸宏「宝永の大火と公家町の再編」（『近世の公家社会と京都―集住のかたちと都市社会』思文閣
出版、（0（（年。（（（ページより転載）



東
坊
城
家
蔵
書
目
録
（
補
遺
）
と
東
坊
城
任
長
（
佐
古
愛
己
）

八
二

①
②
『
和
書
・
漢
書
目
録
』、
す
な
わ
ち
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
所
蔵
『
東

坊
城
家
和
書
・
漢
書
目
録
』
が
あ
り
、
こ
の
う
ち
①
『
和
書
目
録
』
は
京
都
大
学

に
も
転
写
本
が
所
蔵
さ
れ
、「
京
都
府
圖
書
館
藏
書
ニ
ヨ
リ
謄
寫
ス
。
大
正
九
年

六
月
九
日
。
京
都
帝
國
大
學
圖
書
館
」
と
の
奥
書
が
あ
る）（1
（

。
ま
た
、
京
都
の
呉
服

商
「
大
黒
屋
」
十
代
目
杉
浦
三
郎
兵
衛
利
挙
（
丘
園
、
一
八
七
五
～
一
九
五
八
）

が
編
纂
し
た
『
雲
泉
荘
山
誌
　
巻
之
二
　
江
戸
時
代
之
書
目
』
の
「
写
本
書
籍
目

録
」
の
第
四
十
五
番
目
に
③
・
④
「
東
坊
城
家
迎
陽
館
和
書
目
　
半
紙
本
　
一

冊
」・「
東
坊
城
家
迎
陽
館
漢
書
目
　
半
紙
本
　
一
冊
」
と
み
え
る
も
の
の
、
現
在

は
所
在
不
明
で
あ
る）（（
（

。
書
名
か
ら
①
②
と
同
内
容
の
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
が
未

詳
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
「
覚
書
」（
⑤
）
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
漢
書
は
み
え
ず
、

和
書
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
前
述
の
通
り
、「
迎
陽
館
書
目
之
内
史
館

無
之
分
」
と
あ
り
、
①
②
に
漏
れ
た
書
物
を
中
心
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
一
部
重

複
す
る
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
ら
が
「
史
館
」
で
は
な
く
何
処
に
置
か
れ
て
い
た
も

の
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、「
覚
書
」
に
は
、『
迎
陽
記
』、『
菅
別
記
（
和
長
卿

記
）』
な
ど
貴
重
な
家
記
類
が
含
ま
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　
拙
稿
で
触
れ
た
通
り
、『
和
書
・
漢
書
目
録
』
に
書
写
者
と
し
て
み
え
る
の
は

資
長
（
一
六
七
九
～
一
七
二
五
）
か
ら
任
長
（
一
八
三
八
～
八
六
）
に
至
る
七
名

で
、
和
書
目
録
に
綱
忠
（
長
誠
）
四
十
四
件
、
聡
長
二
十
一
件
、
任
長
十
二
件
、

益
長
九
件
、
夏
長
六
件
、
尚
長
一
件
、
漢
書
目
録
で
は
聡
長
六
件
、
資
長
二
件
、

綱
忠
二
件
で
あ
る
。

　
ま
た
漢
書
目
録
に
は
、

廿
四
　
元
史
　
三
十
冊

　�

箱
蓋
裏
書
　
　
　
（
若
江
）
量
長
朝
臣
女
秋
蘭
自
旧
斯
史
而
珍
蔵
、
頃
日

遇
難
沽
却
、
其
志
有
感
焉
、

因
而
以
黄
金
三
斤
贖
之
、

文
久
元
歳
在
辛
酉
夏
四
月
記
　
迎
陽
館

五
十
六
　
文
体
明
弁
　
八
十
四
冊

箱
蓋
裏
書
　
　
　
此
書
以
所
賜
之
先
帝
（
孝
明
）
遺
金
買
之
、
欲
永
戴
皇
恩

以
伝
子
孫
、

慶
応
三
年
小
春
十
日
　
臣
従
四
位
下
大
学
頭
菅
原
任
長
記

�

（（
　
）
内
は
筆
者
注
）

と
あ
り
、
前
者
（『
元
史
』
三
十
冊
）
は
尊
攘
派
と
し
て
知
ら
れ
る
若
江
薫
子
が

珍
蔵
し
て
い
た
も
の
を
購
入
し
て
い
る
点
に
留
意
し
た
い
。
若
江
家
は
菅
原
姓
で
、

五
条
為
適
（
一
五
九
七
～
一
六
五
二
）
男
理
長
が
再
興
し
た
家
で
あ
る
。
薫
子
は

天
保
六
年
に
伏
見
宮
殿
上
人
若
江
修
理
大
夫
量
長
朝
臣
の
女
と
し
て
誕
生
し
た
。

父
、
祖
父
長
公
と
も
に
和
漢
学
に
秀
で
た
学
者
で
あ
り
、
彼
女
は
幼
少
よ
り
学
問

の
手
ほ
ど
き
を
受
け
る
と
と
も
に
、
十
五
、
六
歳
で
経
史
諸
百
家
の
書
を
読
み
漁

り
、
古
注
学
者
岩
垣
月
洲
に
入
門
し
、
秋
蘭
と
号
し
て
十
八
歳
で
文
天
祥
の
『
指

南
集
』
釈
義
を
作
っ
て
そ
の
才
を
謳
わ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
左
大
臣
一
条
忠
香

女
寿
栄
姫
（
昭
憲
皇
太
后
）
の
侍
読
に
選
ば
れ
、
入
内
が
内
定
し
た
慶
応
三
年

（
一
八
六
七
）
九
月
よ
り
出
仕
し
、『
孝
経
』
な
ど
を
進
講
し
て
い
る
。
一
方
で
、

同
年
三
月
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
『
杞
憂
独
語
』
を
著
し
た
り
、
西
欧
化
を
憂

え
て
上
書
を
た
び
た
び
行
っ
て
も
い
た
。
こ
れ
に
よ
り
政
府
よ
り
不
穏
当
と
み
な

さ
れ
、
明
治
三
年
四
月
に
は
京
都
府
に
拘
留
、
十
二
月
に
鎖
錮
二
年
の
判
決
を
受

け
、
若
江
邸
で
服
役
し
て
い
る）（1
（

。

　
任
長
は
文
久
元
年
（
一
八
六
一
）
四
月
、
薫
子
二
十
九
歳
の
時
に
『
元
史
』
三
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十
冊
を
彼
女
か
ら
購
入
し
て
お
り
、
ま
た
彼
女
が
拘
留
期
間
中
に
若
江
邸
が
破
損

し
た
時
期
が
あ
り
、
そ
の
際
に
東
坊
城
邸
に
移
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
両
者
に
親

交
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る）（1
（

。

　
後
者
（『
文
体
明
弁
』
八
十
四
冊
）
は
孝
明
天
皇
の
遺
金
で
任
長
が
購
入
し
た

と
い
う
。
当
家
は
紀
伝
道
と
詩
文
を
掌
り
、
代
々
文
章
博
士
に
就
任
し
た
ほ
か
、

長
綱
が
文
和
四
年
（
一
三
五
五
）
に
後
光
厳
天
皇
の
侍
読
と
な
り
『
五
帝
本
紀
』

を
進
講
し
て
以
降
、
歴
代
天
皇
の
侍
読
を
つ
と
め
て
お
り
、
任
長
も
そ
の
任
を
引

き
継
い
で
い
る
。
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
正
月
京
都
御
所
の
小
御
所
に
お
い
て

行
わ
れ
た
「
御
講
釈
始
」
で
は
、
皇
学
所
御
用
掛
玉
松
操
・
同
平
田
大
角
が
『
日

本
書
紀
』
を
、
大
学
頭
東
坊
城
任
長
・
漢
学
所
御
用
掛
中
沼
了
三
が
『
論
語
』
を

そ
れ
ぞ
れ
進
講
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る）（1
（

。
か
か
る
立
場
ゆ
え
に
膨
大
且
つ
貴
重
な

漢
書
の
購
入
が
可
能
だ
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

　
さ
て
、『
和
書
・
漢
書
目
録
』
お
よ
び
本
「
覚
書
」
の
作
成
者
、
作
成
時
期
や

動
機
な
ど
に
関
し
て
は
、
奥
書
等
が
な
く
確
証
は
な
い
も
の
の
、
若
干
検
討
し
て

お
き
た
い
。
上
述
の
通
り
、
東
坊
城
家
は
、
十
八
世
紀
初
頭
以
来
所
在
し
て
い
た

「
西
院
参
町
」
の
地
か
ら
、
明
治
六
年
十
二
月
に
「
室
町
通
下
長
者
町
下
ル
近
衛

町
」
へ
移
転
し
た
。
同
八
年
正
月
四
日
の
『
東
坊
城
任
長
日
記
』
に
、「
旧
宅
へ

行
向
、
書
籍
運
送
致
サ
セ
」
た
と
見
え
、
同
年
五
月
二
十
八
日
条
に
は
、「
旧
邸

文
庫
ヨ
リ
書
物
悉
皆
取
出
シ
当
邸
ヘ
運
送
候
ニ
付
、
為
指
揮
朝
間
旧
邸
ヘ
行
向
」

と
あ
り
、
転
居
よ
り
一
年
半
ほ
ど
の
期
間
を
経
て
全
蔵
書
の
新
居
へ
の
搬
入
が
完

了
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
ま
た
、
明
治
十
三
年
に
な
る
と
、
華
族
の
研
学
討
論
機
関
と
し
て
同
二
年
に
設

立
さ
れ
た
華
族
会
館
の
京
都
分
局
に
使
者
を
遣
わ
し
、
清
岡
長
延
に
所
蔵
の
記
録

に
関
す
る
相
談
を
行
っ
た
り
、
宮
内
省
に
よ
る
「
諸
家
記
録
幷
京
都
近
郊
之
古
絵

図
等
所
蔵
有
無
」
調
査
に
際
し
て
、
同
省
官
吏
大
橋
長
憙
に
「
岡
屋
関
白
記
　
三

冊
、
後
京
極
殿
別
記
　
一
冊
、
兵
範
記
　
四
冊
、
為
長
記
　
一
冊
、
和
長
記
　
二

冊
〈（
朱
書
）
明
応
七
年
・
明
応
九
年
、
凶
事
方
〉」
を
提
出）（1
（

し
た
り
し
て
い
る
。

　
以
上
の
点
か
ら
、
転
居
に
伴
う
蔵
書
整
理
の
必
要
性
と
宮
内
省
に
よ
る
華
族
諸

家
所
蔵
の
記
録
調
査
に
備
え
て
、
明
治
八
年
五
月
以
降
、
同
十
三
年
頃
ま
で
に
目

録
が
作
成
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と
推
察
さ
れ
よ
う
。

　
た
だ
し
、
右
の
記
録
の
う
ち
、『
和
書
・
漢
書
目
録
』
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、

「
後
京
極
殿
別
記
　
一
冊
〈
任
長
親
写
奥
書
ア
リ
〉」
と
「
兵
範
記
」
で
あ
り
、

「
覚
書
」
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
岡
屋
関
白
記
　
一
冊
」
と
「
菅
別
記
（
和

長
記
）　
三
十
四
冊
」
で
あ
る
。「
為
長
記
　
一
冊
」」
は
い
ず
れ
に
も
記
さ
れ
て

い
な
い
。
ま
た
、
冊
数
に
一
部
齟
齬
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
作
成
時
期
に
つ
い

て
は
さ
ら
な
る
調
査
が
必
要
と
考
え
る
。

【
3
】
彰
考
館
所
蔵
『
迎
陽
館
書
目
之
内
史
館
無
之
分
覚
書
　
全
』
の
内
容
紹
介

　
本
「
覚
書
」
は
一
頁
十
行
の
罫
線
が
引
か
れ
た
料
紙
に
、
書
名
、
冊
数
が
記
さ

れ
、
時
折
、
本
文
中
も
し
く
は
付
箋
・
押
紙
な
ど
に
記
さ
れ
た
注
記
が
あ
る）（1
（

。

　
こ
れ
ら
の
内
容
を
表
に
ま
と
め
た
も
の
が
、【
表
二
─
一
】【
表
二
─
二
】
で
あ

る
。
前
者
は
「
迎
陽
館
書
目
之
内
史
館
無
之
分
覚
書
」
本
文
の
記
載
事
項
を
ま
と

め
た
も
の
で
あ
り
、
全
二
四
四
件
が
記
さ
れ
て
い
る
。
網
掛
け
は
『
東
坊
城
家
和

書
・
漢
書
目
録
』
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
、
本
「
覚
書
」
の
み
に
み
え
る
書
名
で

あ
る
。「
一
」
か
ら
「
四
十
」
ま
で
の
項
目
に
分
け
ら
れ
、
な
か
に
は
番
号
の
み

で
、
書
名
が
記
さ
れ
な
い
項
も
あ
る
。
ま
た
「
二
上
」「
二
下
」
と
上
下
に
分
類



東
坊
城
家
蔵
書
目
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（
補
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任
長
（
佐
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愛
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）

八
四

し
て
い
る
も
の
や
、「
十
一
」
の
よ
う
に
「
年
中
行
事
部
」「
御
代
始
部
」「
部
類

部
」「
年
中
行
事
部
」
の
よ
う
な
細
目
分
類
し
て
い
る
箇
所
も
み
ら
れ
る
。

　
後
者
は
「
本
館
ニ
有
て
ゆ
つ
り
𧫤
。
略
異
同
可
考
分
」
と
し
て
、
本
文
と
は
分

け
て
記
さ
れ
た
部
分
を
ま
と
め
た
。
全
一
八
件
あ
り
、
う
ち
網
掛
け
は
八
件
で
あ

る
。
ま
た
、
全
体
を
通
し
て
注
記
に
つ
い
て
は
、
表
中
に
番
号
を
付
し
、
最
後
に

ま
と
め
て
記
し
た
。

　
本
表
に
記
さ
れ
た
書
と
拙
稿
で
紹
介
し
た
『
東
坊
城
家
和
書
・
漢
書
目
録
』
に

記
さ
れ
た
書
が
、
現
在
知
ら
れ
る
明
治
初
期
の
東
坊
城
家
の
蔵
書
で
あ
る
。

　
当
家
蔵
書
の
特
質
を
追
究
す
る
た
め
に
は
、
他
の
公
家
文
庫
と
の
比
較
検
討
が

必
要
と
考
え
る
が
、
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
後
日
の
課
題
と
し
た
い
。

【表二─一】

No 書名 冊数 注記

（項目番号）一

（ 伊勢太神宮儀式〈写本〉 （

（ 伊勢神名略記 （

（ 神祇霊応記〈写本〉 （

（ 神皇実録〈写本〉 （

（ 同（神皇実録）〈同（写本）〉 （

（ 神儒辯義 （

（ 神明憑談〈写本〉 （

（ 神道昔物語 （

（ 〇神宮秘伝問答〈写本〉 （

（0 神代巻講述抄 （

（（ 八箇祝詞国字解 （

（（ 自従抄〈写本〉 （

（（ 中臣祓要信解 （

（（ 二経訓伝〈写本〉 （

（（ 神祇正宗〈同（写本）〉 （

（（ 略神事伝口訣〈同（写本）〉 （

（（ 神明記〈小本〉 （

（（ 中臣祓集説蒙引一〈不定本〉 （

（（ 諸伝〈写本〉 （

（項目番号）二上 ※①

（0 新国史〈写本〉 （

（項目番号）二下 ※②

（項目番号）三

（（ 日本書記（ママ）総説〈写本〉 （

（（ 類聚国史〈写本〉 （（

（（ 神武巻 （

（（ 神武要編 （

（（ 本朝儒宗伝 （

（項目番号）四

（（ 内裏儀式 （ ※③

（項目番号）五

（（ 大八洲記図説 （



佛
教
大
学
　
歴
史
学
部
論
集
　
第
一
四
号
（
二
〇
二
四
年
三
月
）

八
五

（（ 選叙令問答式 （

（（ 衛禁律 （

（項目番号）六

（項目番号）七

（項目番号）八

（0 補任歴名〈永正六年〉 （

（（ 任官 （

（項目番号）九

（（ 弁官補任考 （

（（ 少納言補任 （

（項目番号）十

（項目番号）十一

（項目）年中行事部

（（ 神事 （

（（ 近代年中行事細記 （

（（ 同　〈一云柳原年中行事〉 （

（項目）御代始部

（項目）代始和抄

（（ 天皇御元服部類〈永正九年〉 （ ※④

（項目）部類部

（（ 洞院家部類 （

（（ 東宮元服部類〈正元記〉 （

（0 柱下類林第三〈儲君記〉 （

（（ 遷幸部類記〈経俊卿記〉 （

（（ 御幸部類 （

（（ 女院号部類 （

（（ 山槐元日節会部類記 （

（（ 中右記元日節会部類記 （

（（ 白馬節会部類 （

（（ 四節八座抄 （ ※④

（（ 類聚秘抄 （

（（ 発祀儀節 （

（0 放生会部類雑例 （

（（ 魚魯秘伝抄 （

（（ 拝賀着陣部類 （

（（ 懺法講部類 （

（（ 凶事部類 （

（項目番号）十二

（（ 改元部類 （（

（項目番号）十三

（（ 元暦改元 （

（（ 改元部類記 （

（（ 年号部類記 （ ※⑤

（（ 革勘部類 （

（0 元号同字類聚抄 （

（（ 本朝年号読様 （

（（ 温旧知新 （

（（ 塩梅抄 （

（（ 西襦抄 （

（（ 歴代紀念抄撮 （

（（ 柱礎抄 （

（（ 天寵録 （

（（ 伝法灌頂雑記 （

（（ 大雅記 （

（0 故実清譚 （

（（ 儒業事〈桂□（蘂）記抜書〉 （

（（ 謚号纂 （

（項目番号）十四

（項目番号）十五

（（ 村上天暦御記 （

（（ 後鳥羽院宸記〈建保四年〉 （

（（ 伏見院宸記 （

（（
行成記〈自正暦二年九月至長
徳元年〉

（ ※⑤

（（ 江記〈寛治八年四月〉 （ ※⑤

（（ 土佐記〈康平五年〉 （

（（ 大記 （

（0 都玉記 （

（（ 鯨珠記 （ ※⑤

（（ 岡屋関白記 （
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八
六

（（ 後中記 （

（（ 師元記 （ ※⑤

（（ 頼親卿記 （

（（ 月中記 （

（（ 実躬卿記 （

（（ 東進記 （

（（ ゆとのうへの記 （ ※⑤

（項目番号）十六

（0 台記秘記

（項目番号）十七

（項目番号）十八

（項目番号）十九

（項目番号）二十

（項目番号）二十一

（（ 官務兼治記〈応安四年〉 （

（（ 忠光卿拝賀記〈延文六年三月〉 （

（（ 玉英〈建武四年〉 （

（（ 職原細抄 （

（（ 官職秘抄 （

（（ 官職問答〈板本〉 （

（（ 官職不審問答 （

（（ 官職浮説或問 （

（（ 続官職浮説或問 （

（00 貴嶺問答 （

（0（ 諮問抄 （

（0（ 童訓略頌 （

（0（ 非職雲客所後秘抄 （

（0（ 除目抄〈長兼卿抄〉 （

（0（ 同（除目抄）〈職事綿書〉 （

（0（ 除叙清要 （

（0（ 山槐記執筆要 （

（0（ 女官志 （

（項目番号）二十二

（0（ 法曹至要抄註〈付令序抄〉 （ ※⑥

（（0 法曹類林第二百 （

（（（ 裁判至要 （

（（（ 建暦二年三月廿二日宣旨 （

（（（ 類聚礼節消息 （

（（（ 礼節抜書 （部

（（（ 書札礼〈付故実〉 （

（（（ 洞院家書札 （

（（（ 書札礼事 （

（（（ 公事根源集釈　〈板本〉 （

（（（ 禁中年中異名抄 （

（（0 故実秘要抄 （

（（（ 申文簡要抄 （

（（（ 侍読年譜 （

（（（ 弁忌袖裏抄珍 （

（（（ 執中巻 （

（項目番号）二十三

（（（ 装束秘抄〈まさすけ〉 （ ※⑦

（（（ 装束色彙 （ ※⑤

（（（ 装束紋飾 （

（（（ 装束紋飾推談 （

（（（ 衣紋寸法抄 （ ※⑧

（（0 一条殿装束抄 （

（（（ 雑事式目抄〈小本共〉 （部

（（（ 二条家装束抄 （

（（（ 三条家装束抄 （

（（（ 衣服部 （

（（（ 男装束記〈小本〉 （

（（（ 女官餝抄 （部 ※④

（（（ 三時抄〈装束篇雅有卿〉 （

（（（ 蛙抄〈二〉 （

（（（ 装束衣文 （部

（（0 源氏男女装束抄 （

（（（ 大嘗会 （

（（（ 東山天皇大嘗会御記 （

（（（ 御譲位次第 （

（（（ 御即位次第 （



佛
教
大
学
　
歴
史
学
部
論
集
　
第
一
四
号
（
二
〇
二
四
年
三
月
）

八
七

（（（ 立太子次第 （

（（（ 東宮御書始次第 （

（（（ 立太子拝覲次第 （

（（（ 遷御新御所次第 （

（（（ 三節会次第 （部

（（0 同納言内弁要 （部

（（（ 同参議要 （部

（（（ 石清水臨時祭次第 （

（（（ 朔旦冬至次第 （ ※⑨

（（（ 諸公事次第 （

（（（ 諸次第 （

（（（ 懺法講次第 （

（（（ 曼荼羅供次第 （

（（（ 明和元年堂上地下参役 （

（項目番号）二十四

（（（ 天徳三年闘詩行事略記 （

（（0 雑言奉和 （

（（（ 三席 （

（（（ 皇朝正声 （

（項目番号）二十五

（（（ 春日社参記 （

（（（ 安元御賀記 （

（（（ 陽禄門院三十三回之記 （

（（（ 等持院八講記 （

（（（ 雲井の御法 （

（（（ 花月書 （ ※⑩

（（（ 薫物 （ ※⑪

（（0
葦手水手歌絵焼画等勘物薫物
合之記

（

（（（ 鷹記 （

（項目番号）二十六

（項目番号）二十七

（項目番号）二十八

（項目番号）二十九

（（（ 源氏明星抄

（項目番号）三十

（項目番号）三十一

（項目番号）三十二

（（（ 和訓栞

（（（ 漢字三音考

（（（ 古言梯

（（（ 歌名集

（（（ 伊呂波今昔抄

（（（ 伊呂波抄

（（（ 新撰字鏡

（項目番号）三十三

（（0 新類題 （

（項目番号）三十四

（（（ 明題部類抄 （部
（（･（）

（（（ 和歌題林抄 （

（（（ 堀川百首肝要抄 （

（（（ 基箭百人一首抄 （ ※⑫

（（（ 古今和歌集聞書 （

（（（ 新古今和歌集聞書 （

（（（ 和漢朗詠集 （ ※⑬

（（（ 伊勢物語愚見抄 （

（（（ 伊勢物語髄脳 （

（（0 おくのあらうみ （

（（（ 鴫の羽掻 （

（（（ 蔵玉和歌留 （ ※⑤

（（（ 和歌八重垣〈小本〉 （

（（（ 和歌当務抄 （

（（（ 和歌雑集 （

（（（ 和歌雑抄 （

（（（ 和歌題林抄〈実枝今日筆〉 （

（（（ 和歌書様 （ ※⑭

（（（ 和歌のみのり （

（00 詞書和歌集 （

（0（ 古今註釈 （



東
坊
城
家
蔵
書
目
録
（
補
遺
）
と
東
坊
城
任
長
（
佐
古
愛
己
）

八
八

（0（ 内喜 （

（0（ 井蛙抄 （ ※⑮

（0（ 広田社歌合 （

（0（ 綱敷天満宮法楽記 （

（0（ 釈阿九十賀記 （

（0（ 慶安三年深密集 （

（0（ 享保十一年重陽詩御会 （

（0（ 和歌御会写 （

（（0 仮名遣 （

（項目）右上梱

（（（
聖徳太子十七ヶ条憲法・師輔
公遺誡并日中行事

（ ※⑯

（（（ 東照宮百五十年神忌 （

（（（ 寛永行幸記 （

（（（ 慶長六年青表紙帳面 （

（（（ 公武大体 （

（（（ 有馬地志 （

（項目番号）三十五

（（（ 大嘗会御道具絵図 （巻

（（（ 家伝抄 （巻

（（（ 消息詞 （巻

（（0 院宮及私第之図 （巻

（項目番号）三十六

（項目番号）三十七

（（（ 系図 （

（（（ 新編系図本朝尊卑分脉 （帖

（（（ 親王家門家譜 （

（（（ 藤氏伝 （

（（（ 諸家伝 （

（項目番号）三十八

（（（ 菅氏録 （

（（（ 菅家遺誡 （

（（（ 菅神年譜 （

（（（ 菅神年譜略 （

（（0 御記 （

（（（ 昌泰記 （

（（（ 聖廟御縁起 （ ※⑰

（（（ 北野託宣并記文縁起 （ ※⑱

（（（ 北野略御伝記 （ ※⑲

（（（ 知光伝 （

（（（ 瑠璃光之神詠 （

（（（ 絵巻物 （巻

（（（ 御詠 （ ※⑳

（（（ 文鳳抄〈為長卿作〉 （0

（（0 御註文選 （

（項目番号）三十九

（（（ 迎陽記 （（ ※㉑

（（（ 菅別記 （（

（（（ 為記 （

（項目番号）四十

（（（ 日本現在書目録

【表二─二「本館ニ有てゆつり𧫤。館本略異同可
考分」】

No 書名 冊数 注記

（項目番号）四

（ 類聚三代格 （

（項目番号）五

（
風土記〈尾張・三河・駿河・
豊後〉

（ ※㉒

（項目番号）十一

（ 九条年中行事〈師輔公撰〉 （

（ 年中行事〈春上〉 （

（ 建武年中行事 （

（ 同（建武年中行事） （

（ 同（建武年中行事） （

（ 年中行事〈公忠公訓点〉 （

（項目番号）十五

（
李部王記〈自延長四年十二月
廿八日〉

（



佛
教
大
学
　
歴
史
学
部
論
集
　
第
一
四
号
（
二
〇
二
四
年
三
月
）

八
九

（0 中右記目録 （

（（ 長秋記目録 （

（（ 親長卿記 （

（（ 宣胤卿記 （

（項目番号）二十

（（ 薩戒記

（項目番号）二十一

（（ 万治三年御八講記 （

（項目番号）二十二

（（ 朝野群載 （

（項目番号）二十五

（（ 御八講基綱記 （

（（ 薫物 （

注記（付箋）

注記・
付箋NO

記載内容

※① 館本へ三十四冊アリ見合スヘシ

※② 日本新国史ハ館本アリ可見合

※③ 内裏式〈館本〉見合スベシ

※④ 群書類聚ニアリ

※⑤ 稿本ニアリ

※⑥
館今ニ法曹至要抄アリ、類聚ニモ抄
ハアリ可見合

※⑦ 満佐須計装束抄トアリ可見合

※⑧
群書類従ニ装束寸法抄トアリ見合ス
ベシ

※⑨ 朔旦冬至師元記ハアリ

※⑩ 花月抄ハアリ

※⑪ 後小松院御聞書見合スベシ

※⑫ 館今ニ百人一首抄アリ可見合

※⑬ 館本ニアリ

※⑭ 紙歌書様抄ハアリ見合スベシ

※⑮ 塙本ニ蛙抄アリ

※⑯ 館本憲法遺誡アリ、日中行事ナシ

※⑰ 群書　北野古縁起トアリ見合スベシ

※⑱ 群書　天満宮託宣記トアリ可見合

※⑲ 群書　菅家御伝記トアリ合スベシ

※⑳ 菅家詠草ノコトカ

※㉑
館今ニ迎陽記四冊ノ分トアリ可見合、
塙本ニモアリ

※㉒
館本残闕之余（餘）云々、僅ニ存而
已



東
坊
城
家
蔵
書
目
録
（
補
遺
）
と
東
坊
城
任
長
（
佐
古
愛
己
）

九
〇

〔
注
〕

（
（
）�
橋
本
政
宣
編
『
公
家
事
典
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
）

（
（
）�
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
（
請
求
記
号
：
四
一
七
五
─
二
九
〇
）

（
（
）�
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
『
東
坊
城
任
長
日
記
』（
函
号
：
四
一
五
─
八
〇
）

（
（
）�

国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
（
請
求
記
号
：
公
〇
二
三
六
七
一
〇
〇
〇
）

（
（
）�

登
谷
伸
宏
「
宝
永
の
大
火
と
公
家
町
の
再
編
」（『
近
世
の
公
家
社
会
と
京
都
─

集
住
の
か
た
ち
と
都
市
社
会
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
五
年
）

（
（
）�『
東
坊
城
任
長
日
記
』
明
治
六
年
～
七
年
条
（
注
（
）

（
（
）�

宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
（
函
号
：
一
七
二
─
一
八
六
）

（
（
）�『
東
坊
城
任
長
日
記
』
明
治
八
年
正
月
四
日
条

（
（
）�『
東
坊
城
任
長
日
記
』
明
治
八
年
二
月
二
十
日
条

（
（0
）�

京
都
帝
國
大
學
圖
書
館
蔵
『
東
坊
城
家
和
書
目
録
』（
請
求
記
号
：（-（（||

ヒ

||（

）

（
（（
）�

杉
浦
丘
園
編
『
雲
泉
荘
山
誌
　
巻
之
二
　
江
戸
時
代
之
書
目
』（
雲
泉
荘
、
一

九
六
五
年
）

（
（（
）�

楠
戸
義
昭
・
岩
尾
光
代
『
幕
末
維
新
の
美
女
紅
涙
録
』（
中
公
文
庫
、
一
九
九

七
年
）、
辻
ミ
チ
子
『
女
た
ち
の
幕
末
京
都
』
中
公
新
書
、
二
〇
〇
三
年
）、
松

田
敬
之
『
次
男
坊
た
ち
の
江
戸
時
代
─
公
家
社
会
の
〈
厄
介
者
〉』（
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
〇
八
年
）
な
ど
。

（
（（
）�

た
だ
し
、『
東
坊
城
任
長
日
記
』
明
治
十
四
年
十
月
十
四
日
条
に
は
、
薫
子
死

去
の
報
を
受
け
て
、
任
長
は
「
同
人
（
薫
子
）
義
、
先
年
京
都
府
ヨ
リ
当
家
ヘ

御
預
仕
テ
相
成
実
以
迷
惑
、
種
々
困
却
セ
リ
。
予
ガ
病
根
ノ
一
端
成
レ
リ
」
と

記
し
て
い
る
。

（
（（
）�

宮
内
庁
編
『
明
治
天
皇
紀
』
第
二
巻
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
八
年
）。
な
お
、

『
文
体
明
弁
』
は
明
の
徐
師
曽
が
編
纂
し
た
八
十
四
巻
か
ら
な
る
文
体
論
の
書

で
、
一
五
七
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
。
詩
文
の
用
途
別
に
そ
の
体
裁
の
源
流
を
明

ら
か
に
し
、
例
文
を
多
く
挙
げ
て
、
制
作
の
基
準
と
な
る
法
式
を
示
し
た
も
の

で
、
日
本
で
も
漢
文
作
成
時
の
文
体
要
領
を
示
す
も
の
と
し
て
愛
用
さ
れ
て
い

る
。

（
（（
）�『
東
坊
城
任
長
日
記
』
明
治
十
三
年
二
月
～
六
月
条

（
（（
）�

本
史
料
は
国
文
学
研
究
資
料
館
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
（
請
求
記
号
：
三
二
─

七

七
─

一
一
）
よ
り
閲
覧
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

〔
付
記
〕

本
論
は
、
科
研
費JSPS（（K

0（0（（

（
研
究
代
表
者
：
佐
古
愛
己
）
の
助
成
を
受
け

た
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
さ
こ
　
あ
い
み
　
歴
史
学
科
）

二
〇
二
三
年
十
一
月
十
五
日
受
理


